
 

目 
 

 

次 

告 
 

 
示 

○
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の 

 

二
第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
の
一
部
を
改
正
す 

 

る
告
示 

○
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
公
金
事
務
の
委
託 

公 
 

 

告 
 

 
 

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て 

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て 

人
事
委
員
会 

 
 

 

○
簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事 

務
の
名
称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

山
梨
県
公
報 

令
和
八
年 四

月
三
十
日 

第
六
百
五
十
一
号 

木 曜 日 

発
行
者 

 

山 

梨 

県 
 

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日 



山
梨
県
告
示
第
百
三
十
五
号 

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第

一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の

二
第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示 

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第

一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
䥹
平
成
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
二

百
十
九
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

本
則
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

䥹
施
行
期
日
䥺 

１ 

こ
の
告
示
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

䥹
適
用
区
分
䥺 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額

の
規
定
は
䣍
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び

七
十
歳
以
上 

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満 

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満 

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満 

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満 

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満 

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満 

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満 

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満 

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満 

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満 

二
十
歳
未
満 

年
齢
階
層 

四
䣍
四
〇
〇
円 

四
䣍
四
〇
〇
円 

六
䣍
四
五
○
円 

七
䣍
五
三
六
円 

七
䣍
八
二
一
円 

八
䣍
〇
〇
七
円 

七
䣍
六
九
七
円 

七
䣍
五
三
四
円 

七
䣍
一
五
七
円 

六
䣍
八
七
四
円 

六
䣍
二
六
〇
円 

五
䣍
七
九
九
円 

最
低
限
度
額 

一
四
䣍
五
九
七
円 

一
七
䣍
七
五
五
円 

二
三
䣍
二
三
七
円 

二
七
䣍
九
四
九
円 

二
六
䣍
八
六
八
円 

二
六
䣍
二
三
八
円 

二
四
䣍
〇
八
四
円 

二
二
䣍
四
九
九
円 

一
九
䣍
六
一
〇
円 

一
六
䣍
一
九
一
円 

一
四
䣍
五
九
七
円 

一
四
䣍
五
九
七
円 

最
高
限
度
額 

告
　
　
示



同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
䣍
同

日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生

じ
た
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
䣎 

 



山
梨
県
告
示
第
百
三
十
六
号 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
委
託
し
た
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地 

一
般
社
団
法
人
富
士
の
国
や
ま
な
し
通

訳
案
内
士
会 

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
六
三
六
番
地
丸
宗
ビ
ル
三
階 

二 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入 

山
梨
県
富
士
山
寄
附
金 

三 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日
及
び
公
金
事
務
を
委
託
し
た
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

四 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
委
託
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で 

五 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
が
納
人
か
ら
納
付
を
受
け
る
方
法 

現
金 



◎ 

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て 

 

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
䣎
な
お
䣍
こ
の
公
告
は
䣍
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
䣻
ネ
䤀
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
䣬
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
䣻
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
䣍
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ 

る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

落
札
に
係
る
借
入
物
品
等 

㈠ 
 

名
称 

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
関
連
ラ
イ
セ
ン
ス 

㈡ 

数
量 

一
式 

二 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属 

㈠ 

名
称 

山
梨
県
新
価
値
創
造
推
進
局
Ｄ
Ｘ
課 

㈡ 

所
在
地 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

三 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

四 

落
札
者 

㈠ 

名
称 

株
式
会
社
大
塚
商
会 

㈡ 

住
所 

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
十
八
番
四
号 

五 

落
札
金
額 

二
十
四
億
千
八
百
八
十
三
万
七
千
円 

六 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

一
般
競
争
入
札 

七 

地
方
自
治
法
施
行
令
䥹
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
䥺
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
䣬
た
日 

令
和
八
年
二
月
九
日 

公
　
　
告



◎ 

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て 

 

都
市
計
画
法
䥹
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
䥺
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
䣍
完
了
し
た
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

開
発
区
域
䥹
工
区
䥺
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

北
杜
市
須
玉
町
穴
平
字
蟹
坂
八
百
七
十
四
番
一

の
一
部
䣍
八
百
七
十
四
番
三
䣍
八
百
七
十
四
番
四
䣍
八
百
七
十
四
番
五
䣍
八
百
七
十
六
番
二
䣍
八

百
九
十
番
九
の
一
部
䣍
八
百
九
十
番
十
䣍
八
百
九
十
番
十
六
の
一
部
䣍
八
百
九
十
番
十
七
䣍
八
百

九
十
番
二
十
六
䣍
九
百
三
十
一
番
二
䣍
九
百
三
十
二
番
二
䣍
九
百
三
十
五
番
の
一
部
䣍
九
百
三
十

七
番
の
一
部
䣍
九
百
三
十
九
番
の
一
部
䣍
九
百
四
十
番
䣍
九
百
四
十
一
番
䣍
九
百
四
十
二
番
䣍
九

百
四
十
三
番
一
䣍
九
百
四
十
三
番
二
䣍
九
百
四
十
三
番
三
䣍
九
百
四
十
四
番
一
䣍
九
百
四
十
四
番

二
䣍
九
百
四
十
四
番
三
䣍
九
百
四
十
四
番
四
䣍
九
百
四
十
五
番
一
䣍
九
百
四
十
五
番
二
䣍
九
百
四

十
五
番
三
䣍
九
百
四
十
六
番
一
䣍
九
百
四
十
六
番
二
䣍
九
百
四
十
六
番
三
䣍
九
百
四
十
七
番
一
䣍

九
百
四
十
七
番
二
䣍
九
百
四
十
八
番
一
䣍
九
百
四
十
八
番
二
䣍
九
百
五
十
四
番
一
䣍
九
百
五
十
四

番
二
䣍
九
百
五
十
五
番
一
の
一
部
䣍
九
百
五
十
五
番
二
䣍
九
百
六
十
番
一
の
一
部
䣍
九
百
六
十
一

番
䣍
九
百
六
十
二
番
䣍
九
百
六
十
三
番
の
一
部
䣍
千
十
六
番
一
䣍
千
十
六
番
二
䣍
千
十
七
番
䣍
千

十
八
番
一
䣍
千
十
八
番
二
䣍
千
十
八
番
三
䣍
千
十
九
番
一
䣍
千
十
九
番
二
䣍
千
二
十
番
䣍
千
二
十

一
番
一
䣍
千
二
十
一
番
二
䣍
千
二
十
二
番
一
䣍
千
二
十
二
番
四
䣍
千
二
十
二
番
六
䣍
千
二
十
六
番
䣍

千
二
十
七
番
䣍
千
二
十
八
番
一
䣍
千
二
十
八
番
三
䣍
道
の
一
部
及
び
水
の
一
部 

二 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

山
梨
県
北
杜
市
須
玉
町
穴
平
八
百
九
十
番
地
一 

エ

ム
エ
䤀
テ
䣵
䤀
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

鈴
木 

正
敏 



山
梨
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号 

簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の

名
称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
十
日 

山
梨
県
人
事
委
員
会 

委 
 

員 

長 
 

水 
 

上 
 

浩 
 

一 
 

 

簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事

務
の
名
称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の

名
称
等
䥹
令
和
五
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

本
則
の
表
第
八
項
中
䣓
小
中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
䣔
を
䣓
公
立
小
中
学
校
等
事
務
職
員
採
用

試
験
䣔
に
改
め
䣍
同
表
第
九
項
中
䣓
小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用
試
験
䣔
を
䣓
公
立
小
中
学
校
等
栄
養
職

員
採
用
試
験
䣔
に
改
め
䣍
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
䣎 

     

附 

則 

こ
の
告
示
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

   

二
十
九 

職
員
採
用
選
考
䥹
心

理
カ
ウ
ン
セ
ラ
䤀
䥺 

二
十
八 

職
員
採
用
選
考
䥹
警

察
デ
ジ
タ
ル
䥺 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

 

人
事
委
員
会


